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小・中学校就学奨励費の申請を

小・中学校での学習に必要な費用
の一部を援助します。オンライン
申請も可能です。所得制限などが
ありますので、詳しくは市ホーム
ページまたは学校から配布したお
知らせをご確認ください。申請用
紙は申し込み受付期間中に、教育
委員会総務課や各市立小・中学校、
各市民センター、山滝支所（内畑
町）に備え付けています。申請に
は印鑑と通帳が必要です。
申５月18日㈪～6月３日㈬に直
接、教育委員会総務課または各小・
中学校（午前9時～午後4時）へ   
※ 5 月 23 日㈯午前 10 時～午後
３時に、市役所新館4階（岸城町）
にて休日受け付けを実施します。
市民センターでは実施しませんの
でご注意ください。　問 教育委員
会総務課 423－ 9607

支援学校・支援学級・通級指導
教室の進路説明会

各教員が支援内容をわかりやすく
説明します。申し込み不要です。
対令和９年度に小学校へ就学予定
で、心身の発達などで不安や心配
がある子の保護者（４歳児の保護
者も参加可）　日・時５月 14 日㈭
午前9時半～ 11時　場opsol 福
祉総合センター（野田町1丁目）
問こども家庭すこやかセンター
（保健センター内） 423 － 8812　
 423 － 3220、人権教育課

423－9685　 423－ 2496　

児童扶養手当を振り込みます

３・４月分の児童扶養手当を、５
月 11 日㈪に受給者の口座へ振り
込みます。通帳記入のうえ、ご確
認ください。

■手当額の改定
令和８年４月分から表のとおり、
児童扶養手当額が改定されまし
た。新しい手当証書を４月に送付
していますので、ご確認ください。
問子育て支援課 423 － 9624

国民年金のお知らせ

■免除申請を継続している人は
　所得の申告を
保険料の全額免除または納付猶予を
承認されている人で、免除申請の際に
翌年度以降の継続審査を希望した人
は今年度の再申請は不要です。ただ
し、令和７年中の所得による審査があ
ります。被保険者、配偶者、世帯主の所
得を５月末までに申告してください。
問市民課423－9460
■クレジットカードで納付できます
納付できるのは、定額保険料（付加
保険料も含む）のみです。一部免除
されている場合や未払い分には利用
できません。希望する人は貝塚年金
事務所へ申し出てください。
■マイナポータルからの
　電子申請が便利
「マイナポータル」からマイナンバー
カードを利用して、簡単に電子申
請ができます。申請後の状況や審
査結果は、マイナポータルの申請
状況照会ページで確認できます。

対象手続き国民年金被保険者の資
格取得（種別変更）の届出、付加保険
料納付（辞退）申出、付加保険料納付
該当（非該当）届、国民年金保険料
免除・納付猶予申請、学生納付特例
申請、産前産後免除該当届、口座振
替納付（変更）申出 兼 還付金振込方
法（変更）申出、口座振替辞退申出
問貝塚年金事務所431－1122

固定資産税課からのお知らせ

■固定資産税等納税通知書を送付
令和８年度固定資産税・都市計画税
納税通知書を送付しました。５月中
旬までに届かない場合はご連絡く
ださい。納税通知書には、土地や
家屋についての物件明細を添付し
ていますので、ご確認ください。
■減免申請
６月１日㈪までに申請すると、固
定資産税・都市計画税の年税額の
２分の１相当額が減免されます。
対表の①～⑤を全て満たす納税義
務者　申請に必要なもの固定資産
税等納税通知書、特別障害者は障害
者手帳、市外在住者は住民票の写し
問固定資産税課管理・償却資産担

当423－9426、土地担当 423
－9427、家屋担当 423－9428

5月1日㈮から　軽自動車税
納税通知書を順次送付

全ての地域においてお届けが完了
するのは、５月13日㈬の予定です。
■今年度の納期限は 6月１日㈪
納税通知書に記載の金融機関やコン
ビニ、スマートフォン決済サービス
などで納めてください。納税証明書
が必要な場合は、継続検査用納税証
明書付き納付書で納めてください。
■軽自動車税の減免申請
身体障害者手帳などの交付を受け、
軽自動車税の減免を希望する人は
６月１日㈪までに申請してくださ
い。※減免には要件があります。詳
しくはお問い合わせください。
問市民税課423－9416

保険・年金

税金

子育て

児童
数

全額支給
手当額

一部支給
手当額

1人 48,050円 48,040円～11,340円
2人 59,400円 59,380円～17,020円
3人 70,750円 70,720円～22,700円
4人
以上

1人につき
11,350円
加算

1人につき11,340円～
5,680円加算

減免要件
①今年 1月 1 日現在、65 歳以上ま
たは特別障害者、寡婦、ひとり親
のいずれかに該当する納税義務者
②納税義務者とその家族全員（扶養
家族など生計を共にする人）の昨
年中の所得が、市民税均等割非課
税限度額以下（市外の家族は市民
税非課税証明が必要）
③自己の居住用以外の土地や家屋を
所有していない
④家屋の延べ床面積が 70㎡以下
⑤固定資産税・都市計画税の合算年
税額が5万円以下

　お子さんが安心して就学を迎えるこ
とができるよう、順調に成長発達して
いるか、何か心配なことや困っている
ことがないかなど、医師や専門職に相談してもらう健診です。

　2段階目の集団健康診査は、集団遊びの観察、身体測定、医師の診
察、発達や栄養などの専門相談があります。詳しくは市ホームページ
をご確認ください。
対令和3年 4月 2日生まれ～令和4年 4月 1日生まれ
問こども家庭すこやかセンター（保健センター内）
　 423－8812　 423－3220

５歳児健康診査が始まります
NEW

「5歳児健康診査問診票」
を送付。QR コードまた
は返信用封筒にて回答し
てください。

回答いただいた中から、
必要なお子さんと未就園
のお子さんへ個別に「集団
健康診査」を案内します。

1段階目  ※全員 2段階目  ※一部


